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参考資料１

市　町 所在地 施設名称

吉井町直谷1071 吉井構造改善センター

椎木町無番地 総合グラウンド体育館

光月町6-17 体育文化館　大体育室

小佐々町西川内143-5 小佐々スポーツセンター

佐世保市浦川内町無番地 東部スポーツ広場体育館

宇久町平2691 宇久小学校体育館

岩の上町1529 平戸文化センター

紐差町678-1 平戸市ふれあいセンター

辻町199 平戸市多目的研修センター

生月町里免2277-1 平戸市生月町Ｂ＆Ｇ海洋センター

大島村前平1456-1 平戸市大島村離島開発総合センター

田平町山内免270-1 平戸市田平町民センター

志佐町浦免1110 松浦市文化会館

福島町塩浜免2993-89 福島体育館

鷹島町里免1102-1 鷹島スポーツ・文化交流センター

小値賀町 前方郷256-1 小値賀町総合体育館

本田原免123番地 佐々町民体育館

平野免220番地 佐々町農業体験施設

松浦市

■家畜伝染病発生時後方支援センター 一覧

佐世保市

平戸市

佐々町

※ は鳥インフルエンザ発生時の集合場所
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郭
公

尾
免

1
8

0
8

-
8

松
浦

市
御

厨
町

郭
公

尾
免

県
道

1
4

4
号

旧
道

田
平

土
木

事
務

所
田

平
土

木
事

務
所

松
浦

県
道

1
4

4
号

不
法

投
棄

対
策

で
旧

道
封

鎖
中

（
ガ

ー
ド

レ
ー

ル
撤

去
と

除
草

必
要

）

3
0

県
北

3
7

松
浦

市
志

佐
町

浦
免

9
3

7
-
1

付
近

松
浦

バ
イ

パ
ス

パ
ー

キ
ン

グ
（

松
浦

臨
海

グ
ラ

ウ
ン

ド
前

）
田

平
土

木
事

務
所

田
平

土
木

事
務

所
松

浦
国

道
2

0
4

号

3
1

県
北

3
8

松
浦

市
調

川
町

平
尾

免
3

6
1

-
7

松
浦

市
国

道
2

0
4

号
調

川
道

路
公

園
松

浦
市

農
林

課
→

地
域

経
済

活
性

課
田

平
土

木
事

務
所

松
浦

国
道

2
0

4
号

3
2

県
北

3
9

松
浦

市
鷹

島
町

神
崎

免
1

7
1

3
-
8

松
浦

市
鷹

島
町

道
の

駅
鷹

ら
島

第
２

駐
車

場
松

浦
市

農
林

課
→

鷹
島

支
所

地
域

振
興

課
田

平
土

木
事

務
所

松
浦

県
道

1
0

9
号

近
隣

民
家

に
説

明
必

要

3
3

県
北

4
0

北
松

浦
郡

佐
々

町
小

浦
免

4
1

-
1

8
J
A

な
が

さ
き

西
海

旧
佐

々
ラ

イ
ス

セ
ン

タ
ー

（
乾

燥
施

設
）

J
A

畜
産

振
興

課
→

さ
せ

ぼ
北

部
E

K
C

局
建

設
管

理
課

江
迎

町
道

、
県

道
1

3
9

・
2

2
7

号
朝

方
渋

滞
あ

り

3
4

県
北

4
2

北
松

浦
郡

佐
々

町
鴨

川
免

皿
山

公
園

駐
車

場
佐

々
町

農
林

水
産

課
→

建
設

課
町

建
設

課
、

局
建

設
管

理
課

江
迎

国
道

2
0

4
号

管
理

者
へ

の
説

明
必

要

3
5

県
北

4
3

北
松

浦
郡

佐
々

町
沖

田
免

1
1

7
付

近
佐

々
IC

出
口

付
近

国
交

省
敷

地
国

交
省

佐
世

保
国

道
維

持
出

張
所

町
建

設
課

、
局

建
設

管
理

課
江

迎
町

道
、

県
道

2
2

7
・

1
3

9
・

1
8

号
町

建
設

課
、

国
交

省
、

佐
々

町
へ

の
説

明
必

要

3
6

県
北

4
6

平
戸

市
大

野
町

平
原

６
８

０
番

地
前

平
戸

市
国

道
３

８
３

号
線

大
野

町
側

道
田

平
土

木
事

務
所

田
平

土
木

事
務

所
平

戸
国

道
3

8
3

号
管

理
者

（
田

平
土

木
）

へ
の

説
明

必
要

3
7

県
北

4
7

平
戸

市
朶

ノ
原

町
4

2
0

-
1

J
A

な
が

さ
き

西
海

紐
差

集
約

農
業

倉
庫

J
A

畜
産

振
興

課
→

平
戸

E
K

C
田

平
土

木
事

務
所

、
平

戸
市

平
戸

市
道

、
県

道
6

0
号

、
国

道
3

8
3

号
平

戸
市

役
所

中
部

出
張

所
の

代
替

地
、

J
A

に
説

明
済

3
8

県
北

4
8

佐
世

保
市

世
知

原
町

岩
谷

口
2

0
0

-
1

J
A

な
が

さ
き

西
海

西
田

原
ラ

イ
ス

セ
ン

タ
ー

J
A

畜
産

振
興

課
→

さ
せ

ぼ
北

部
E

K
C

局
建

設
管

理
課

江
迎

市
道

、
県

道
5

4
号

出
荷

車
両

と
の

交
差

を
避

け
る

よ
う

レ
イ

ア
ウ

ト
変

更
中

3
9

県
北

4
9

佐
世

保
市

吉
井

町
吉

元
4

7
0

番
地

付
近

吉
井

野
球

場
第

1
駐

車
場

佐
世

保
市

農
政

課
→

市
教

委
ス

ポ
ー

ツ
振

興
課

局
建

設
管

理
課

江
迎

県
道

4
0

・
5

4
号

管
理

者
（

佐
世

保
市

）
と

の
協

議
未

実
施

4
0

県
北

5
0

松
浦

市
今

福
町

滑
栄

免
2

6
5

ボ
ー

ト
レ

ー
ス

チ
ケ

ッ
ト

シ
ョ

ッ
プ

松
浦

駐
車

場
大

村
市

モ
ー

タ
ー

ボ
ー

ト
競

走
事

業
田

平
土

木
事

務
所

松
浦

国
道

2
0

4
号

県
境

ポ
イ

ン
ト

、
利

用
者

駐
車

場
所

へ
の

飛
散

防
止

と
注

意
喚

起
必

要

4
1

県
北

5
1

平
戸

市
生

月
町

南
免

4
3

7
5

-
1

道
の

駅
生

月
大

橋
観

光
案

内
所

駐
車

場
平

戸
市

農
業

振
興

課
→

生
月

支
所

田
平

土
木

事
務

所
平

戸
県

道
4

2
号

排
水

対
策

が
必

要

4
2

県
北

5
2

平
戸

市
紐

差
町

旧
平

戸
市

み
か

ん
選

果
場

J
A

畜
産

振
興

課
→

平
戸

E
K

C
田

平
土

木
事

務
所

平
戸

市
道

、
県

道
6

0
号

、
国

道
3

8
3

号
使

用
許

可
、

水
道

、
ト

イ
レ

使
用

の
可

否
を

確
認

4
3

県
北

5
3

佐
世

保
市

里
美

町
里

美
町

道
路

公
園

局
建

設
管

理
課

局
建

設
管

理
課

佐
世

保
県

道
5

3
号

近
隣

に
飲

食
店

（
ひ

さ
ご

山
荘

）
、

貯
水

池
あ

り

4
4

県
北

5
4

佐
世

保
市

鹿
町

町
深

江
5

8
-
2

J
A

な
が

さ
き

西
海

西
部

資
材

セ
ン

タ
ー

横
ガ

ソ
リ

ン
ス

タ
ン

ド
跡

地
J
A

畜
産

振
興

課
→

さ
せ

ぼ
北

部
E

K
C

局
建

設
管

理
課

江
迎

県
道

1
8

号
、

国
道

2
0

4
号

使
用

許
可

、
水

道
、

ト
イ

レ
使

用
の

可
否

を
確

認

4
5

県
北

5
5

佐
世

保
市

鹿
町

町
下

歌
ケ

浦
5

2
7

-
1

4
旧

佐
世

保
市

役
所

鹿
町

支
所

佐
世

保
市

農
政

課
→

鹿
町

支
所

局
建

設
管

理
課

江
迎

県
道

1
8

号
使

用
許

可
の

確
認

、
排

水
対

策
が

必
要

4
6

県
北

5
6

佐
世

保
市

鹿
町

町
上

歌
ケ

浦
鹿

町
町

明
星

公
園

駐
車

場
佐

世
保

市
農

政
課

→
公

園
緑

地
課

？
局

建
設

管
理

課
江

迎
県

道
1

3
9

号
使

用
許

可
、

水
道

、
ト

イ
レ

使
用

の
可

否
を

確
認

4
7

県
北

5
7

平
戸

市
辻

町
1

8
5

-
1

J
A

な
が

さ
き

西
海

津
吉

集
出

荷
施

設
J

A
畜

産
振

興
課

→
平

戸
E

K
C

田
平

土
木

事
務

所
平

戸
市

道
、

国
道

3
8

3
号

野
菜

等
の

集
出

荷
作

業
あ

り
。

使
用

許
可

、
水

道
、

ト
イ

レ
使

用
の

可
否

を
確

認

（
例

）
大

型
車

（
1

0
t超

）
が

入
る

ｽ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｽ
が

あ
る

。
○

○
方

面
か

ら
の

車
両

の
み

対
応

可
能

。
な

ど
の

特
記

す
べ

き
事

項
を

記
載

願
い

ま
す

。

連
　

絡
　

先

道
路

名
称

備
考

国
道

○
号

施
設

管
理

者
道

路
・

港
湾

管
理

者
警

察
署

連
番

局
N

o
.

設
置

場
所

施
設

名
称

使
用

可
能

ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ

N
o

.

○
市

○
町

○
番

地
（

Ｊ
Ａ

○
○

横
な

ど
説

明
を

記
載

）
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参考資料 3－１
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参考資料３－２
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参考資料３－３

■発生状況に応じた野鳥対応レベルの概要

（環境省「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」より抜粋）



6

参考資料３－４

■検査優先種等

（環境省「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」（令和５年 11 月現

在）より抜粋）

※検査優先種等は、流行の度に変更されていることから、文末のホームページで最新を確認すること。



7

※環境省「野鳥における高病原性鳥インフルエンザにかかる対応技術マニュアル」

https://www.env.go.jp/content/000172924.pdf
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参考資料４－１
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
現

地
総

合
対

策
本

部
設

置
要

綱

（
目

的
）

第
１

条
長

崎
県

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

総
合

対
策

本
部

設
置

要
綱

第
５

条
第

１
項

に
基

づ
き

、
県

北
地

区

（
佐

世
保

市
・

平
戸

市
・

松
浦

市
・

小
値

賀
町

・
佐

々
町

）
内

で
高

病
原

性
及

び
低

病
原

性
鳥

イ
ン

フ

ル
エ

ン
ザ

（
以

下
「

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

」
と

い
う

。）
が

発
生

（
疑

い
事

例
（

簡
易

検
査

陽
性

を
含

む
）

並
び

に
他

管
内

及
び

他
県

で
の

発
生

（
疑

い
事

例
（

簡
易

検
査

陽
性

を
含

む
））

で
県

北
地

区
が

制
限

区
域

に
入

る
場

合
を

含
む

。
以

下
同

じ
。）

し
た

場
合

、
防

疫
、

健
康

危
機

管
理

及
び

食
品

安
全

・

安
心

の
各

対
策

を
適

切
か

つ
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

、
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
現

地
総

合
対

策

本
部

（
以

下
「

現
地

総
合

対
策

本
部

」
と

い
う

。）
を

設
置

す
る

。

（
所

掌
事

務
）

第
２

条
現

地
総

合
対

策
本

部
の

所
掌

事
務

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

（
１

）
防

疫
対

策
本

部
、

健
康

危
機

管
理

対
策

本
部

及
び

食
品

安
全

・
安

心
対

策
本

部
の

設
置

並
び

に

解
散

に
関

す
る

こ
と

。

（
２

）
各

対
策

本
部

の
総

合
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

（
構

成
等

）

第
３

条
現

地
総

合
対

策
本

部
に

は
、本

部
長

及
び

副
本

部
長

を
置

き
、本

部
長

に
は

県
北

振
興

局
長

を
、

副
本

部
長

に
は

県
北

振
興

局
次

長
、

全
市

町
長

及
び

な
が

さ
き

西
海

農
業

協
同

組
合

代
表

理
事

組
合

長

を
充

て
る

も
の

と
し

、
別

表
に

掲
げ

る
本

部
員

に
よ

り
構

成
す

る
。

２
本

部
長

は
、

現
地

総
合

対
策

本
部

の
事

務
を

総
括

し
、

現
地

総
合

対
策

本
部

の
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。
 

 

３
副

本
部

長
は

、
本

部
長

を
補

佐
し

、
本

部
長

に
事

故
あ

る
時

は
、

県
北

振
興

局
次

長
が

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

（
会

議
）

第
4

条
現

地
総

合
対

策
本

部
は

、
本

部
長

が
召

集
し

、
主

宰
す

る
。

2
本

部
長

は
、

必
要

に
応

じ
て

本
部

員
以

外
の

者
に

出
席

を
求

め
、

意
見

を
聞

く
こ

と
が

で
き

る
。

（
危

機
管

理
対

策
）

第
５

条
危

機
管

理
対

策
に

つ
い

て
は

、
県

北
地

区
に

お
け

る
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
防

疫
マ

ニ
ュ

ア
ル

に

基
づ

き
実

施
す

る
こ

と
と

す
る

。

（
事

務
局

）

第
６

条
こ

の
本

部
の

事
務

局
は

、
県

北
振

興
局

管
理

部
総

務
課

内
に

置
く

。

（
そ

の
他

）

第
７

条
こ

の
要

綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、本
部

の
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、本
部

長
が

定
め

る
。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
平

成
２

３
年

１
月

２
４

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
平

成
２

３
年

１
１

月
２

９
日

か
ら

施
行

す
る

。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
平

成
２

４
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
平

成
２

９
年

２
月

２
８

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
令

和
２

年
１

０
月

２
８

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
令

和
５

年
１

２
月

２
１

日
か

ら
施

行
す

る
。
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別
表

（
第

３
条

関
係

）
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
現

地
総

合
対

策
本

部
の

構
成

員

本
部

長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

県
北

振
興

局
長

県
北

振
興

局
次

長

佐
世

保
市

長

平
戸

市
長

松
浦

市
長

小
値

賀
町

長

佐
々

町
長

な
が

さ
き

西
海

農
業

協
同

組
合

代
表

理
事

組
合

長

県
北

振
興

局
次

長
兼

建
設

部
長

県
北

振
興

局
管

理
部

長

県
北

振
興

局
税

務
部

長

県
北

振
興

局
保

健
部

長
（

県
北

保
健

所
長

）

県
北

振
興

局
商

工
水

産
部

長

県
北

振
興

局
農

林
部

長

県
北

振
興

局
農

林
部

副
部

長
（

県
北

家
畜

保
健

衛
生

所
長

）

肉
用

牛
改

良
セ

ン
タ

ー
所

長

五
島

振
興

局
上

五
島

支
所

保
健

部
長

（
上

五
島

保
健

所
長

）

佐
世

保
市

保
健

所
長

早
岐

警
察

署
長

佐
世

保
警

察
署

長

相
浦

警
察

署
長

江
迎

警
察

署
長

松
浦

警
察

署
長

平
戸

警
察

署
長

長
崎

県
農

業
共

済
組

合
佐

世
保

支
所

長

長
崎

県
農

業
共

済
組

合
平

戸
松

浦
支

所
長

長
崎

県
建

設
業

協
会

佐
世

保
支

部
長

長
崎

県
建

設
業

協
会

北
部

支
部

長
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参考資料４－２
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
現

地
防

疫
対

策
本

部
設

置
要

綱

（
目

的
）

第
１

条
県

北
地

区
（

佐
世

保
市

・
平

戸
市

・
松

浦
市

・
佐

々
町

・
小

値
賀

町
）

で
高

病
原

性
又

は
低

病

原
性

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

（
以

下
「

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

」
と

い
う

。
）

が
発

生
（

疑
い

並
び

に
他

管
内

及
び

他
県

で
の

発
生

で
県

北
地

区
が

制
限

区
域

に
入

る
場

合
を

含
む

。
以

下
同

じ
。）

し
た

場
合

、
防

疫

対
策

に
関

し
て

、
関

係
機

関
が

連
携

し
、

各
種

対
策

を
円

滑
に

推
進

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

県
北

地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
現

地
防

疫
対

策
本

部
（

以
下

「
現

地
対

策
本

部
」

と
い

う
。
）

を
設

置
す

る
。

（
所

掌
事

務
）

第
２

条
現

地
対

策
本

部
の

所
掌

事
務

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

（
１

）
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
の

防
疫

対
策

に
関

す
る

こ
と

。

（
２

）
食

鳥
処

理
場

、
鶏

卵
選

別
包

装
施

設
の

衛
生

確
保

に
関

す
る

こ
と

。

（
３

）
患

畜
等

の
埋

却
・

焼
却

等
に

関
す

る
こ

と
。

（
４

）
野

鳥
の

調
査

等
に

関
す

る
こ

と
。

（
５

）
家

き
ん

肉
、

家
き

ん
卵

の
流

通
に

関
す

る
こ

と
。

（
構

成
等

）

第
３

条
現

地
対

策
本

部
に

は
、

本
部

長
を

置
き

、
本

部
長

に
は

県
北

振
興

局
農

林
部

長
を

充
て

る
も

の

と
し

、
別

表
に

掲
げ

る
本

部
員

に
よ

り
構

成
す

る
。

２
本

部
長

は
、

現
地

対
策

本
部

の
事

務
を

総
括

し
、

現
地

対
策

本
部

の
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。
 

 

（
会

議
）

第
４

条
現

地
対

策
本

部
は

、
本

部
長

が
召

集
し

、
主

宰
す

る
。

2
本

部
長

は
、

必
要

に
応

じ
て

本
部

員
以

外
の

者
に

出
席

を
求

め
、

意
見

を
聞

く
こ

と
が

で
き

る
。

（
事

務
局

）

第
５

条
こ

の
本

部
の

事
務

局
は

、
県

北
振

興
局

吉
井

庁
舎

内
に

置
く

。

（
そ

の
他

）

第
７

条
こ

の
要

綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
本

部
の

運
営

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、
本

部
長

が
定

め
る

。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
平

成
2

3
年

1
月

2
4

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
平

成
2

3
年

1
1

月
2

9
日

か
ら

施
行

す
る

。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
令

和
２

年
１

０
月

２
８

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
令

和
５

年
１

２
月

２
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

別
表

（
第

３
条

関
係

）
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
現

地
防

疫
対

策
本

部
の

構
成

員

本
部

長

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

県
北

振
興

局
農

林
部

長

県
北

振
興

局
管

理
部

長

県
北

振
興

局
税

務
部

長

県
北

振
興

局
保

健
部

長
（

県
北

保
健

所
長

）

県
北

振
興

局
商

工
水

産
部

長

県
北

振
興

局
農

林
部

長

県
北

振
興

局
建

設
部

長

肉
用

牛
改

良
セ

ン
タ

ー
所

長

五
島

振
興

局
上

五
島

支
所

保
健

部
長

（
上

五
島

保
健

所
長

）

（
小

値
賀

町
発

生
時

）

佐
世

保
市

長

平
戸

市
長

松
浦

市
長

小
値

賀
町

長

佐
々

町
長

佐
世

保
市

保
健

所
長

（
佐

世
保

市
発

生
時

）

佐
世

保
市

食
肉

衛
生

検
査

所
長

な
が

さ
き

西
海

農
業

協
同

組
合

代
表

理
事

組
合

長

長
崎

県
農

業
共

済
組

合
佐

世
保

支
所

長

長
崎

県
農

業
共

済
組

合
平

戸
松

浦
支

所
長

有
限

会
社

九
州

丸
ト

鶏
卵

佐
世

保
営

業
所

佐
世

保
ブ

ロ
イ

ラ
ー

セ
ン

タ
ー

株
式

会
社

ジ
ェ

イ
エ

イ
北

九
州

く
み

あ
い

飼
料

株
式

会
社

長
崎

工
場

長
崎

県
建

設
業

協
会

佐
世

保
支

部
長

長
崎

県
建

設
業

協
会

北
部

支
部

長

制
限

区
域

管
轄

の
警

察
署

長

国
土

交
通

省
長

崎
河

川
国

道
事

務
所

佐
世

保
国

道
維

持
出

張
所

長
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参考資料４－３
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
現

地
健

康
危

機
管

理
対

策
本

部
設

置
要

綱

（
目

的
）

第
１

条
県

北
地

区
(佐

世
保

市
・

平
戸

市
・

松
浦

市
・

小
値

賀
町

・
佐

々
町

)内
で

発
生

し
た

高
病

原
性

及

び
低

病
原

性
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
(以

下
「

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

」
と

い
う

。
)の

健
康

危
機

管
理

の
対

策
に

関
し

て
、

長
崎

県
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
健

康
危

機
管

理
対

策
本

部
、

県
北

地
区

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン

ザ
現

地
総

合
対

策
本

部
、

県
北

地
区

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

現
地

防
疫

対
策

本
部

、
市

町
等

と
連

携
し

、

各
種

対
策

を
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
設

置
）

第
２

条
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
現

地
健

康
危

機
管

理
対

策
本

部
(以

下
「

対
策

本
部

」
と

い
う

。
)

は
、

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

が
県

北
地

区
内

で
発

生
(疑

い
事

例
(簡

易
検

査
陽

性
)を

含
む

)し
た

場
合

、
並

び
に

他
管

内
及

び
他

県
で

の
発

生
(疑

い
事

例
(簡

易
検

査
陽

性
)を

含
む

)で
県

北
地

区
が

制
限

区
域

に

入
る

場
合

に
設

置
す

る
。

（
所

掌
事

務
）

第
３

条
対

策
本

部
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
所

掌
す

る
。

（
１

）
養

鶏
場

周
辺

住
民

に
対

す
る

説
明

会
の

開
催

に
関

す
る

こ
と

。

（
２

）
養

鶏
場

作
業

従
事

者
に

対
す

る
健

康
調

査
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

。

（
３

）
防

疫
作

業
従

事
者

に
対

す
る

健
康

調
査

の
実

施
に

関
す

る
こ

と
。

（
４

）
防

護
服

の
着

脱
指

導
に

関
す

る
こ

と
。

（
５

）
養

鶏
場

従
業

者
、

防
疫

作
業

従
事

者
等

の
健

康
観

察
及

び
心

身
の

健
康

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

（
６

）
食

鳥
処

理
場

及
び

Ｇ
Ｐ

セ
ン

タ
ー

に
対

す
る

衛
生

指
導

に
関

す
る

こ
と

（
７

）
相

談
窓

口
の

開
設

に
関

す
る

こ
と

。

（
構

成
等

）

第
４

条
 
 
対

策
本

部
に

は
、

本
部

長
を

置
き

、
発

生
地

域
を

所
管

す
る

保
健

所
長

を
充

て
る

も
の

と
す

る
。

２
本

部
長

は
、

対
策

本
部

の
事

務
を

総
括

し
、

対
策

本
部

の
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。

（
健

康
危

機
管

理
対

策
）

第
５

条
健

康
危

機
管

理
対

策
に

つ
い

て
は

、
長

崎
県

県
北

保
健

所
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
対

応
マ

ニ
ュ

ア

ル
(平

戸
市

・
松

浦
市

・
佐

々
町

)、
長

崎
県

上
五

島
保

健
所

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
(小

値
賀

町
)、

佐
世

保
市

保
健

所
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
マ

ニ
ュ

ア
ル

(佐
世

保
市

)等
に

基
づ

き
、

発
生

地
域

の
保

健
所

が
実

施
す

る
。

（
事

務
局

）

第
６

条
対

策
本

部
の

事
務

局
は

、
発

生
地

域
を

所
管

す
る

保
健

所
(県

北
保

健
所

及
び

上
五

島
保

健
所

は

企
画

調
整

課
に

、
佐

世
保

市
保

健
所

は
保

健
福

祉
政

策
課

企
画

係
)に

置
き

、
そ

の
事

務
を

行
う

。

（
そ

の
他

）

第
７

条
こ

の
要

綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
本

部
の

運
営

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

本
部

長
が

定
め

る
。

附
則

 
 

こ
の

要
綱

は
、

平
成

２
４

年
１

１
月

２
９

日
か

ら
施

行
す

る
。
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参考資料４－４
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
現

地
食

品
安

全
・

安
心

対
策

本
部

設
置

要
綱

（
目

的
）

第
１

条
長

崎
県

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

食
品

安
全

・
安

心
対

策
本

部
設

置
要

綱
第

３
条

第
２

項
に

基
づ

き
、

県
北

地
区

（
佐

世
保

市
・

平
戸

市
・

松
浦

市
・

佐
々

町
・

小
値

賀
町

）
内

で
高

病
原

性
及

び
低

病
原

性

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

が
発

生
（

疑
い

事
例

（
簡

易
検

査
陽

性
を

含
む

）
並

び
に

他
管

内
及

び
他

県
で

の

発
生

（
疑

い
事

例
（

簡
易

検
査

陽
性

を
含

む
）
）

で
県

北
地

区
が

制
限

区
域

に
入

る
場

合
を

含
む

。
以

下

同
じ

。）
し

た
場

合
、

食
品

の
安

全
・

安
心

対
策

に
関

し
て

、
関

係
部

局
が

連
携

し
、

各
種

対
策

を
円

滑

に
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
現

地
食

品
安

全
・

安
心

対
策

本
部（

以

下
「

現
地

対
策

本
部

」
と

い
う

。）
を

設
置

す
る

。

（
所

掌
事

務
）

第
２

条
現

地
対

策
本

部
の

所
掌

事
務

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

（
１

）
鶏

卵
、

鶏
肉

の
安

全
性

に
つ

い
て

の
情

報
提

供
及

び
相

談
に

関
す

る
こ

と
。

（
２

）
風

評
被

害
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

（
３

）
広

報
に

関
す

る
こ

と
。

（
構

成
等

）

第
３

条
現

地
対

策
本

部
に

は
、

本
部

長
を

置
き

、
本

部
長

に
は

県
北

振
興

局
管

理
部

長
を

充
て

る
も

の

と
し

、
別

表
に

掲
げ

る
本

部
員

に
よ

り
構

成
す

る
。

２
本

部
長

は
、

現
地

対
策

本
部

の
事

務
を

総
括

し
、

現
地

対
策

本
部

の
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。
 

 

（
会

議
）

第
４

条
現

地
対

策
本

部
は

、
本

部
長

が
召

集
し

、
主

宰
す

る
。

2
本

部
長

は
、

必
要

に
応

じ
て

本
部

員
以

外
の

者
に

出
席

を
求

め
、

意
見

を
聞

く
こ

と
が

で
き

る
。

（
事

務
局

）

第
５

条
こ

の
本

部
の

事
務

局
は

、
県

北
振

興
局

管
理

部
総

務
課

内
に

置
く

。

（
そ

の
他

）

第
６

条
こ

の
要

綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、本
部

の
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、本
部

長
が

定
め

る
。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
平

成
２

３
年

１
月

２
４

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
平

成
２

３
年

１
１

月
２

９
日

か
ら

施
行

す
る

。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
平

成
２

４
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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参考資料４－５
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
地

域
対

策
本

部
設

置
要

綱

（
目

的
）

第
１

条
長

崎
県

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

総
合

対
策

本
部

設
置

要
綱

第
６

条
第

１
項

に
基

づ
き

、
県

北
地

区

（
佐

世
保

市
・

平
戸

市
・

松
浦

市
・

小
値

賀
町

・
佐

々
町

）
を

除
く

県
内

で
高

病
原

性
及

び
低

病
原

性

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

（
以

下
「

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

」
と

い
う

。
）

が
発

生
（

疑
い

事
例

（
簡

易
検

査
陽

性
を

含
む

）
並

び
に

他
県

で
の

発
生

（
疑

い
事

例
（

簡
易

検
査

陽
性

を
含

む
）
）

で
他

管
内

が
制

限
区

域
に

入
る

場
合

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

し
、

県
内

に
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
現

地
総

合
対

策
本

部
（

以

下
「

現
地

対
策

本
部

と
い

う
。
」
）

が
設

置
さ

れ
た

場
合

、
管

内
の

防
疫

対
策

を
強

化
す

る
と

と
も

に
、

対
策

本
部

の
実

施
す

る
対

策
に

対
し

、
必

要
な

支
援

活
動

を
行

う
た

め
、

県
北

地
区

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン

ザ
地

域
対

策
本

部
（

以
下

「
地

域
対

策
本

部
」

と
い

う
。）

を
設

置
す

る
。

（
所

掌
事

務
）

第
２

条
地

域
対

策
本

部
の

所
掌

事
務

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

（
１

）
管

内
の

防
疫

対
策

強
化

に
関

す
る

こ
と

。

（
２

）
現

地
対

策
本

部
の

支
援

に
関

す
る

こ
と

。

（
構

成
等

）

第
３

条
地

域
対

策
本

部
に

は
、

本
部

長
及

び
副

本
部

長
を

置
き

、
本

部
長

に
は

県
北

振
興

局
長

を
、

副

本
部

長
に

は
県

北
振

興
局

次
長

、
全

市
町

長
及

び
な

が
さ

き
西

海
農

業
協

同
組

合
代

表
理

事
組

合
長

を

充
て

る
も

の
と

し
、

別
表

に
掲

げ
る

本
部

員
に

よ
り

構
成

す
る

。

２
本

部
長

は
、

地
域

対
策

本
部

の
事

務
を

総
括

し
、

地
域

対
策

本
部

の
職

員
を

指
揮

監
督

す
る

。
 

 

３
副

本
部

長
は

、
本

部
長

を
補

佐
し

、
本

部
長

に
事

故
あ

る
時

は
、

県
北

振
興

局
次

長
が

そ
の

職
務

を
代

理
す

る
。

（
会

議
）

第
４

条
地

域
対

策
本

部
は

、
本

部
長

が
召

集
し

、
主

宰
す

る
。

2
本

部
長

は
、

必
要

に
応

じ
て

本
部

員
以

外
の

者
に

出
席

を
求

め
、

意
見

を
聞

く
こ

と
が

で
き

る
。

（
危

機
管

理
対

策
）

第
５

条
危

機
管

理
対

策
に

つ
い

て
は

、
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
防

疫
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
き

実

施
す

る
こ

と
と

す
る

。

（
事

務
局

）

第
６

条
こ

の
本

部
の

事
務

局
は

、
県

北
振

興
局

管
理

部
総

務
課

内
に

置
く

。

（
そ

の
他

）

第
７

条
こ

の
要

綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、本
部

の
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
本

部
長

が
定

め
る

。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
平

成
２

９
年

２
月

２
８

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
令

和
２

年
１

０
月

２
８

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則 こ

の
要

綱
は

、
令

和
５

年
１

２
月

２
１

日
か

ら
施

行
す

る
。
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別
表

（
第

３
条

関
係

）
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
地

域
対

策
本

部
の

構
成

員

本
部

長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

県
北

振
興

局
長

県
北

振
興

局
次

長

佐
世

保
市

長

平
戸

市
長

松
浦

市
長

小
値

賀
町

長

佐
々

町
長

な
が

さ
き

西
海

農
業

協
同

組
合

代
表

理
事

組
合

長

県
北

振
興

局
次

長
兼

建
設

部
長

県
北

振
興

局
管

理
部

長

県
北

振
興

局
税

務
部

長

県
北

振
興

局
保

健
部

長
（

県
北

保
健

所
長

）

県
北

振
興

局
商

工
水

産
部

長

県
北

振
興

局
農

林
部

長

県
北

振
興

局
農

林
部

副
部

長
（

県
北

家
畜

保
健

衛
生

所
長

）

肉
用

牛
改

良
セ

ン
タ

ー
所

長

五
島

振
興

局
上

五
島

支
所

保
健

部
長

（
上

五
島

保
健

所
長

）

佐
世

保
市

保
健

所
長

早
岐

警
察

署
長

佐
世

保
警

察
署

長

相
浦

警
察

署
長

江
迎

警
察

署
長

松
浦

警
察

署
長

平
戸

警
察

署
長

長
崎

県
農

業
共

済
組

合
佐

世
保

支
所

長

長
崎

県
農

業
共

済
組

合
平

戸
松

浦
支

所
長

長
崎

県
建

設
業

協
会

佐
世

保
支

部
長

長
崎

県
建

設
業

協
会

北
部

支
部

長
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参考資料４－６
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
警

戒
連

絡
会

議
設

置
要

領

（
目

的
）

第
１

条
本

県
で

の
高

病
原

性
及

び
低

病
原

性
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
（

以
下

「
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
」

と

い
う

。
）

の
発

生
が

危
惧

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

家
き

ん
の

み
な

ら
ず

県
民

の
健

康
を

守
る

た
め

、
県

北
地

区
（

佐
世

保
市

・
平

戸
市

・
松

浦
市

・
小

値
賀

町
・

佐
々

町
）

内
の

各
市

町
、

長
崎

県
の

関
係

部
局

等

が
連

携
し

迅
速

・
的

確
に

対
応

す
る

こ
と

を
目

的
に

、
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
警

戒
連

絡
会

議

（
以

下
、
「

連
絡

会
議

」
と

い
う

。）
を

設
置

し
、

本
病

の
対

策
に

万
全

を
期

す
る

こ
と

と
す

る
。

（
所

掌
事

務
）

第
２

条
連

絡
会

議
の

所
掌

事
務

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

（
１

）
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
の

防
疫

対
策

に
関

す
る

こ
と

。

（
２

）
県

民
の

健
康

に
関

す
る

こ
と

。

（
３

）
鶏

卵
・

鶏
肉

等
の

安
全

・
衛

生
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

（
４

）
情

報
の

収
集

、
分

析
に

関
す

る
こ

と
。

（
５

）
県

民
へ

の
正

確
な

情
報

提
供

に
関

す
る

こ
と

。

（
６

）
野

鳥
ま

た
は

家
き

ん
以

外
の

飼
育

鳥
類

へ
の

対
応

に
関

す
る

こ
と

。

（
７

）
そ

の
他

、
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
対

策
に

必
要

な
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

（
組

織
等

）

第
３

条
連

絡
会

議
は

、
別

記
1

に
掲

げ
る

本
部

員
に

よ
り

構
成

す
る

。

２
本

部
長

は
、

県
北

振
興

局
長

を
も

っ
て

充
て

、
本

部
を

総
括

す
る

。
 

 

３
副

本
部

長
は

、
県

北
振

興
局

次
長

、
全

市
町

長
及

び
な

が
さ

き
西

海
農

業
協

同
組

合
代

表
理

事
組

合
長

を
も

っ
て

充
て

る
。

（
会

議
）

第
４

条
連

絡
会

議
は

、
本

部
長

が
召

集
し

、
議

長
は

、
本

部
長

を
も

っ
て

充
て

る
。

2
本

部
長

は
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
会

の
構

成
員

以
外

の
者

を
会

議
に

出
席

さ
せ

、
意

見

又
は

説
明

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

3
必

要
に

応
じ

、
実

務
担

当
者

の
連

絡
・

調
整

の
た

め
に

、
会

議
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

（
開

催
時

期
）

第
５

条
連

絡
会

議
の

開
催

時
期

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

（
１

）
九

州
内

で
家

き
ん

に
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
の

発
生

が
確

認
さ

れ
た

場
合

。

（
２

）
本

県
で

野
鳥

ま
た

は
家

き
ん

以
外

の
飼

育
鳥

類
に

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
が

確

認
さ

れ
た

場
合

。

（
３

）
隣

県
で

野
鳥

ま
た

は
家

き
ん

以
外

の
飼

育
鳥

類
に

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
が

確

認
さ

れ
、

本
県

の
一

部
が

発
生

地
点

を
中

心
と

し
た

半
径

３
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

（
平

成

2
3

年
1

0
月

１
日

付
け

2
3

消
安

第
3

4
0

9
号

）
に

入
る

場
合

。

（
４

）
そ

の
他

、
本

部
長

が
必

要
と

認
め

る
場

合
。

（
事

務
局

）

第
６

条
会

議
の

事
務

局
は

、
県

北
振

興
局

管
理

部
総

務
課

内
に

置
く

。

（
そ

の
他

）

第
７

条
こ

の
要

領
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
本

部
の

運
営

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、
本

部
長

が
定

め
る

。

附
則 こ

の
要

領
は

、
平

成
２

３
年

１
月

２
４

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則 こ

の
要

領
は

、
平

成
２

３
年

１
１

月
２

９
日

か
ら

施
行

す
る

。

附
則 こ

の
要

領
は

、
平

成
２

４
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

附
則 こ

の
要

領
は

、
平

成
２

９
年

２
月

２
８

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則

 
 

こ
の

要
領

は
、

令
和

２
年

１
０

月
２

８
日

か
ら

施
行

す
る

。

附
則

 
 

こ
の

要
領

は
、

令
和

５
年

１
２

月
２

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
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別
記

1
（

第
３

条
関

係
）

県
北

地
区

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

警
戒

連
絡

会
議

の
構

成
員

本
部

長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

副
本

部
長

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

本
部

員

県
北

振
興

局
長

県
北

振
興

局
次

長

佐
世

保
市

長

平
戸

市
長

松
浦

市
長

小
値

賀
町

長

佐
々

町
長

な
が

さ
き

西
海

農
業

協
同

組
合

代
表

理
事

組
合

長

県
北

振
興

局
次

長
兼

建
設

部
長

県
北

振
興

局
管

理
部

長

県
北

振
興

局
税

務
部

長

県
北

振
興

局
保

健
部

長
（

県
北

保
健

所
長

）

県
北

振
興

局
商

工
水

産
部

長

県
北

振
興

局
農

林
部

長

県
北

振
興

局
農

林
部

副
部

長
（

県
北

家
畜

保
健

衛
生

所
長

）

肉
用

牛
改

良
セ

ン
タ

ー
所

長

五
島

振
興

局
上

五
島

支
所

保
健

部
長

（
上

五
島

保
健

所
長

）

佐
世

保
市

保
健

所
長

早
岐

警
察

署
長

佐
世

保
警

察
署

長

相
浦

警
察

署
長

江
迎

警
察

署
長

松
浦

警
察

署
長

平
戸

警
察

署
長

長
崎

県
農

業
共

済
組

合
佐

世
保

支
所

長

長
崎

県
農

業
共

済
組

合
平

戸
松

浦
支

所
長

長
崎

県
建

設
業

協
会

佐
世

保
支

部
長

長
崎

県
建

設
業

協
会

北
部

支
部

長
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参考資料４－７
県

北
地

区
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
防

疫
対

策
会

議
開

催
要

領

（
目

的
）

第
１

条
本

会
議

は
、

高
病

原
性

及
び

低
病

原
性

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

（
以

下
、
「

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

」

と
い

う
。
）

の
発

生
及

び
防

疫
対

策
に

関
す

る
情

報
を

関
係

団
体

等
家

き
ん

関
係

者
で

共
有

す
る

と
と

も
に

、
今

後
の

対
応

等
に

つ
い

て
の

協
議

を
行

う
た

め
に

開
催

す
る

。

（
所

掌
事

務
）

第
２

条
防

疫
対

策
会

議
の

所
掌

事
務

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

（
１

）
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
の

発
生

情
報

に
関

す
る

こ
と

（
２

）
防

疫
対

策
に

関
す

る
こ

と

（
３

）
そ

の
他

、
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
対

策
に

必
要

な
調

整
に

関
す

る
こ

と

（
会

議
）

第
３

条
防

疫
対

策
会

議
は

、
県

北
家

畜
保

健
衛

生
所

長
が

招
集

し
、

主
宰

す
る

。

２
参

集
範

囲
は

別
表

に
掲

げ
る

団
体

等
と

し
、

議
長

は
県

北
家

畜
保

健
衛

生
所

長
が

務
め

る
も

の
と

す
る

。

３
会

議
は

、
必

要
に

応
じ

前
項

の
構

成
員

以
外

の
者

に
出

席
を

求
め

、意
見

を
聞

く
こ

と
が

で
き

る
。

（
開

催
時

期
）

第
４

条
対

策
会

議
の

開
催

時
期

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

（
１

）
国

内
で

家
き

ん
に

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

が
発

生
し

た
場

合

（
２

）
国

内
で

野
鳥

に
高

病
原

性
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
ウ

イ
ル

ス
の

感
染

が
確

認
さ

れ
、

か
つ

特
に

注

意
喚

起
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

（
３

）
そ

の
他

、
県

北
家

畜
保

健
衛

生
所

長
が

必
要

と
認

め
る

場
合

（
事

務
局

）

第
５

条
会

議
の

事
務

局
は

、
県

北
家

畜
保

健
衛

生
所

に
置

く
。

附
則

 
 

こ
の

要
領

は
、

平
成

２
９

年
２

月
２

８
日

か
ら

施
行

す
る

。

附
則

 
 

こ
の

要
領

は
、

令
和

２
年

１
０

月
２

８
日

か
ら

施
行

す
る

。

附
則

 
 

こ
の

要
領

は
、

令
和

５
年

１
２

月
２

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

別
表

（
第

３
条

関
係

）

県
北

地
区

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

防
疫

対
策

会
議

の
構

成
員

有
限

会
社

九
州

丸
ト

鶏
卵

佐
世

保
営

業
所

佐
世

保
ブ

ロ
イ

ラ
ー

セ
ン

タ
ー

株
式

会
社

ジ
ェ

イ
エ

イ
北

九
州

く
み

あ
い

飼
料

株
式

会
社

長
崎

工
場

な
が

さ
き

西
海

農
業

協
同

組
合

長
崎

県
農

業
共

済
組

合
佐

世
保

支
所

長
崎

県
農

業
共

済
組

合
平

戸
松

浦
支

所

長
崎

県
建

設
業

協
会

佐
世

保
支

部

長
崎

県
建

設
業

協
会

北
部

支
部

佐
世

保
市

佐
世

保
市

保
健

所

佐
世

保
市

食
肉

衛
生

検
査

所

平
戸

市

松
浦

市

小
値

賀
町

佐
々

町

長
崎

県
肉

用
牛

改
良

セ
ン

タ
ー

長
崎

県
五

島
振

興
局

上
五

島
支

所
保

健
部

長
崎

県
県

北
振

興
局

管
理

部

長
崎

県
県

北
振

興
局

保
健

部

長
崎

県
県

北
振

興
局

農
林

部

制
限

区
域

管
轄

の
警

察
署

※

国
土

交
通

省
長

崎
河

川
国

道
事

務
所

佐
世

保
国

道
維

持
出

張
所

※

※
管

内
発

生
時

（
管

内
が

移
動

制
限

区
域

に
入

る
場

合
を

含
む

）
の

み
参

集


